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事例 「法人の森林
も り

」を活用した森林整備活動 

 兵庫森林管理署では、平成 20 年に株式会社日本触媒と「法人の森林
も り

」

契約を締結し、「日本触媒・水源の森」をフィールドとして、森林を次世

代に残していくことを目的に、社員等による森林整備活動を行っていま

す。契約締結から 10 年を迎える平成 29 年度は、間伐作業の体験や森林

散策等を実施し、社員と家族 76 名が参加しました。 

 今後も、企業が引き続き充実した活動が実施できるように支援してい

くこととしています。 

（近畿中国森林管理局 兵庫森林管理署）  

場 所：兵庫県宍粟
し そ う

市
し

 有ヶ原
あ り が は ら

国有林ほか  

説 明：写真は、間伐体験（左上）と森林散策（右下）の様子です。 
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高城山国有林からの景観「ブナの樹氷」  

撮影者：地下足袋王子  

（わたしの美しの森フォトコンテスト・林野庁長官賞）  

（四国森林管理局）  
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２ 国有林野の維持及び保存 
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２ 国有林野の維持及び保存 

（１）森林の巡視、病虫害の防除等適切な森林の保全管理 

  ① 森林の巡視及び境界の保全 

 国有林野事業では、山火事や高山植物の盗採掘、ゴミの不

法投棄等を防ぐため、地方公共団体、警察、ボランティア団

体、ＮＰＯなど地域の様々な関係者と協力・連携しながら国

有林野の巡視や清掃活動等を行っています。特に７月を「『国

民の森林
も り

』クリーン月間」に設定し、地域の関係者と連携し

た清掃活動（「国民の森林
も り

」クリーン活動）を全国的に実施

しています。 

また、世界自然遺産※や日本百名山のように、来訪者の集中

により植生の荒廃等が懸念される国有林野において、｢グリ

ーン・サポート・スタッフ｣（森林保護員）が巡視活動のほか、

樹木を損傷しないことやゴミの持ち帰りなどの入林マナー

の啓発活動、植生保護のための柵の整備などを行い、貴重な

森林生態系の保全管理に取り組んでいます。 

 さらに、国有林野を適切に管理するため、民有林等との境

界の巡視や点検等を計画的に行っています。 
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事例 グリーン・サポート・スタッフによる森林の保全管理の取組 

 東北森林管理局では、荒廃した植生等の把握や登山者へのマナーの普

及啓発活動等を通じた自然環境の保全を目的に、グリーン・サポート・

スタッフによる巡視や入林者へのチラシ配布等の取組を行っています。 

 平成 29 年度は、東北森林管理局管内７署１支署で延べ 1,003 人日のパ

トロール、176 か所の登山ルートの整備、23 か所の看板の設置・補修を

行いました。 

 今後も、登山者へのマナーの普及啓発活動等を実施するとともに、よ

り効果的な巡視ルートを検討するなど、引き続き必要な保全・管理に取

り組んでいくこととしています。 

（東北森林管理局 津軽
つ が る

森林管理署ほか）  

場 所：青森県西津軽郡
に し つ が る ぐ ん

深浦町
ふかうらまち

 大間
お お ま

越山
ごしやま

国有林ほか  

説 明：写真は、木道橋脚部の点検の様子（左上）と靴に付着した外来植物の

種子等を落とすためのマット設置の様子（右下）です。 
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② 森林病虫害の防除 

松くい虫の被害は、国有林野における病虫害の大半を占め

ていますが、昭和 54 年度の 149 千㎥をピークに減少傾向に

あり、平成 29 年度の被害量は、33 千㎥（対前年度比 87％）

となりました。 

森林管理署等では、被害の拡大を防ぎ、貴重なマツ林を保

護するため、地方公共団体や地域住民と連携しつつ、被害木

を伐採してくん蒸処理や薬剤を散布する伐倒駆除等の被害

対策を進めています。 

また、近年、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌によ

りミズナラ等が集団的に枯損する「ナラ枯れ」が、東北地方

等で発生しています。平成 29 年度の国有林野における被害量

は、11 千㎥（対前年度比 83％）となりました。 

 

表－１１ 松くい虫被害の状況と対策 

区 分 平成 29 年度 （参考）平成 28 年度 

松くい虫被害量  （千㎥）    33   38 

防
除 

特別防除  （ha） 2,432 2,332 

地上散布  （ha） 1,798 1,763 

駆
除 

伐倒駆除  （千㎥）    15   12 

特別伐倒駆除（千㎥）    15    13 
注：１ 特別防除とは、空からヘリコプターを利用して薬剤を健康なマツに散布し、カミキリを駆除すること。 
  ２ 地上散布とは、地上から動力噴霧機等を利用して薬剤を健康なマツに散布し、カミキリを駆除すること。 
  ３ 伐倒駆除とは、被害木を伐り倒し、薬剤散布又はくん蒸処理等をして、カミキリの幼虫を駆除すること。 
  ４ 特別伐倒駆除とは、被害木を伐り倒して、破砕又は焼却し、カミキリの幼虫を駆除すること。 
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事例 七里
し ち り

御浜
み は ま

における抵抗性クロマツの植樹と林内清掃の取組 

 三重森林管理署では、地域の人々の生活や農作物を海からの強風や潮

害、飛砂から守ることを目的として、熊野灘に面した延長 25km の七里御

浜海岸林を育成し、防風保安林に指定しています。 

 七里御浜海岸林では、平成５年度から「七里御浜松林を守る協議会」

の呼びかけのもと、地域の方々が松くい虫被害に抵抗性がある「抵抗性

クロマツ」の植栽を行っており、平成 29 年度で 23 回目の実施となりま

した。植栽とあわせて林内清掃も実施しており、毎年継続して活動を行

うことで、松枯れにより消失した松林の海岸防災林機能の回復につなが

っています。 

 今後は、植樹と林内清掃だけでなく、地域の方々がより多く関わるこ

とができるような新しい取組の検討も進めることとしています。 

（近畿中国森林管理局 三重森林管理署）  

場 所：三重県熊野市
く ま の し

南牟婁
み な み む ろ

郡
ぐん

御浜町
みはまちょう

・紀宝町
きほうちょう

 七里
し ち り

御浜
み は ま

国有林 

説 明：写真は、抵抗性クロマツ植樹の様子（左上）と林内清掃の様子（右下）

です。 
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③ 鳥獣被害の防除 

近年、シカによる森林植生への食害やクマによる樹木の

剥皮
は く ひ

等、鳥獣による森林・林業被害が深刻化しており、希少

な高山植物など他の生物の脅威にもなっています。 

国有林野事業では、野生鳥獣との共生を可能とする地域づ

くりに向け、地域の関係行政機関や学識経験者、ＮＰＯ等と

連携し、地域の特性に応じて、個体群管理（鳥獣の捕獲）、

生息環境管理（鳥獣の隠れ場所の除去等）、被害防除（防護

柵の設置等）等の有効な手段を組み合わせた対策を総合的に

推進しています。 

森林管理署等では、効果的な捕獲技術の実用化や普及活動

の推進、捕獲鳥獣のジビエ利用等にも積極的に取り組むとと

もに、野生鳥獣捕獲のための国有林野への入林事務手続の簡

素化や、わなの貸与などの捕獲協力も行っています。 

 

図－８ 国有林野におけるシカ捕獲頭数  

 
注：国有林野における有害鳥獣捕獲等（一般ハンターによる狩猟は含まない）による捕獲頭数の合     

計（各年度末現在の値）。 
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事例 「エゾシカによる森林被害の見える化」の取組 

 北海道森林管理局では、国有林と民有林内で広域化するエゾシカによ

る森林被害を面的かつ簡易的に把握するため、「チェックシートを用い

た簡易影響調査」の方法を開発し、調査に取り組んでいます。 

 この調査は、現場業務に従事する森林官等が日常業務の中で、エゾシ

カによる森林被害の状況を「チェックシート」に記載し、そのデータを分

析することにより、エゾシカの被害を受けている地域を把握するもので

す。 

国有林における調査は、食痕の判別が容易な４月～８月にかけて集中

して実施しており、平成 29 年度の調査件数は約５千件に上ります。民有

林で実施している調査と合わせると、北海道のほとんどの森林で被害傾

向を把握することが可能となり、得られた結果は、北海道庁、北海道立総

合研究機構と連携して、人工林、天然林別に被害傾向を見える化したマ

ップを作成し、公開することとしています。本取組の成果は、捕獲事業に

おける候補地選定のための基礎資料としても活用されています。 

林野庁では、この調査方法を各森林管理局に展開し、関係自治体等へ

普及することにより、森林被害の防止に努めます。 

（北海道森林管理局） 

説 明： 図は、平成 25 年度と平成 28 年度の天然林簡易影響調査結果です。  

【平成28年度の簡易影響調査結果】
・道東、道央太平洋側、留萌北部で影響が強い傾向が継続
・浜益地区、森町周辺で影響が上昇傾向

平成25年度 平成28年度

浜益地区

森町周辺

図-２ 平成28年度の簡易影響調査結果

影響小 大
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事例 新たなシカ捕獲方法の開発 

 和歌山森林管理署では、シカの捕獲効率を上げるため、職員がくくり

わなの設置方法を工夫した「小林式」誘引捕獲方法を考案しました。 

この方法は、獣道にわなを設置する従来の方法と違い、見回りがしや

すい林道沿線にわなを設置し、餌により誘引するものです。シカが餌を

食べる際に口の横に足を置く習性を利用し、ドーナツ状に餌を撒き、そ

の中心部にわなを仕掛けます。さらに、わなの周りに石を置くことによ

り、シカが障害物の石を避けわなの真ん中を踏むため、捕獲の際の空は

じき（わなが作動しても捕獲できなかった状態）が少なくなりました。 

従来の方法に比べ、設置に特別な技術が必要ないことから、経験の浅

い狩猟者でも簡単に実践することができます。 

 平成 29 年度には、８月から３月までの間で毎月１回・５日間の短期集

中型の捕獲を合計８回実施した結果、従来のくくりわなと比較して捕獲

率が約３倍高くなりました。（１回の平均捕獲頭数８頭） 

 今後は、簡易で効率的な捕獲方法を各地に普及していくこととしてい

ます。 

（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署） 

場 所：和歌山県日高郡日
ひ

高川町
だかがわちょう

 西ノ
に し の

河
こう

国有林 

説 明：写真は、設置後の「小林式」くくりわなです。 

＜方法＞  
①  わなの周辺に餌を撒いて誘引  
②  木や石を置き、わなの中心に足を置

くように誘導  
 

＜効果＞  

・設置に特別な技術が不要  

・空はじきの防止  

わな 

＜結果＞  

従来の方法より、捕獲率が約３倍高い  

餌 木や石 
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事例 シカ被害対策及びジビエ活用推進に向けた取組 

四国森林管理局では、深刻化するシカによる森林被害に対応するため、

地域と連携した被害対策及び食肉としての活用推進に取り組んでいま

す。 

 四万十
し ま ん と

森林管理署では、平成 29 年８月に梼原町
ゆすはらちょう

がジビエ活用のために

日本初となる移動式解体車（ジビエカー）を導入したことに合わせて、

梼原町と梼原町猟友会との三者による、「シカ被害対策及びジビエ活用

推進協定」を締結しました。この協定に基づき、梼原町への小型囲いわ

なの無償貸与、捕獲に関する技術支援、ＩＣＴを活用した捕獲手法の開

発・普及などによる捕獲の推進とともに、地域のジビエ振興に協力して

います。 

 また、ジビエ振興の取組について知っていただくため、捕獲状況やジ

ビエ活用の状況等について、広報誌及びウェブサイト等により広く情報

発信していくこととしています。 

（四国森林管理局 四万十森林管理署） 

場 所：高知県高岡郡梼原町
ゆすはらちょう

 

説 明：写真は、移動式解体車お披露目の様子（左）、国有林職員による小

型囲いわな組立実演の様子（下）、シカブロック肉（右）です。 
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（２）「保護林」など優れた自然環境を有する森林の維持・保存 

  ① 「保護林」の設定及び保護・管理の推進 

国有林野には、原生的な森林生態系や希少な生物の生育・

生息地等が多く残されています。 

国有林野事業では、大正４年（1915 年）に保護林制度を発

足させ、時代に合わせて制度の見直しを行いながら、こうし

た貴重な森林を「保護林」に設定し、厳格な保護・管理に努

めてきました。 

近年の生物多様性の保全に対する知見の蓄積等を踏まえ、

平成 29 年度までに保護林区分の再編を終え、平成 30 年４月

現在で設定されている「保護林」は、約 97 万７千 ha、666 か

所となっています。今後はすべての保護林について、簡素で

効率的な管理体制の下、森林や動物等の状況変化について定

期的にモニタリング調査を行いながら、保護林の厳格な保

護・管理に取り組むこととしており、必要に応じて植生の回

復やシカ等による食害を防ぐための防護柵の設置、外来種の

駆除、観光客等の利用ルールの設定等にも取り組んでいま

す。また、保護林の一つである「森林生態系保護地域」は、

世界自然遺産の「知床」、「白神山地」、「小笠原諸島」及

び「屋久島」の登録に当たって、世界遺産としての価値を将

来にわたって維持していくための保護担保措置とされてい

ます。 
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図－９ 保護林区分の再編 

約 96 万 8 千 ha、 853 か所  

（平成 27 年 4 月現在）  
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図－１０ 「保護林」と「緑の回廊」位置図  

 

（平成 30 年４月 1 日現在） 
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